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○
後
期
行
動
計
画
が
目
指
す
も
の
　

「
後
期
行
動
計
画
」
の
基
本
理
念
は
、

前
期
計
画
か
ら
引
き
続
き
「
今
、
上
ノ

国
町
の
す
べ
て
の
人
々
に
生い
の
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を
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つ

く
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み
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い
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心
を
」
と
し
、

内
容
も
前
期
行
動
計
画
を
基
本
と
し
つ

つ
も
、
現
在
の
社
会
情
勢
や
ニ
ー
ズ
調

査
の
結
果
を
考
慮
し
て
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

ま
た
、
母
親
の
60
㌫
以
上
が
働
い
て

い
る
現
状
か
ら
「
仕
事
と
生
活
の
調
和

の
実
現
」
に
向
け
た
取
り
組
み
や
児
童

虐
待
や
い
じ
め
な
ど
の
被
害
に
遭
っ
た

子
ど
も
の
保
護
に
向
け
て
の
対
策
を
新

た
に
盛
り
込
み
ま
し
た
。

※ 

計
画
の
全
文
は
、【
役
場
住
民
課
】

で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、上
ノ
国
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

戸
籍
住
民
グ
ル
ー
プ

15歳以下の子どもに一律13,000円支給！

平成22年４月より「子ども手当」制度がはじまりました

上ノ国町次世代育成支援後期行動計画
①地域における子育ての支援の充実
　・地域における子育て支援サービスの充実
　・子育て支援ネットワークづくりの推進
　・保育サービスの充実　　　　・児童の健全育成
②母親並びに乳児および幼児などの健康の確保および増進
　・子どもや母親の健康の確保　・食育の推進
　・思春期保健対策の充実　　　・小児医療の充実
③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
　・学校教育環境の充実　　　　・学校教育の充実
　・地域の教育力の充実　　　　・家庭教育の充実
　・次世代の親の育成
④子育てを支援する生活環境の整備
　・子育てにやさしいまちの環境の充実
　・交通安全の推進　　　　　　・公営住宅などの充実
⑤職業生活と家庭生活との両立の推進
　・仕事と子育ての両立の推進
　・仕事と生活の調和の実現
⑥子どもの安全の確保
　・地域社会全体での安全の確保
　・被害にあった子どもの保護の推進
⑦要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進
　・障がいのある子どもへの支援の促進
　・児童虐待防止対策の充実　　・ひとり親家庭への支援

　これまでの児童手当に変わり、４月より新たに「子ども手当」制度が創設されました。
　この子ども手当は、次世代を担う子ども一人ひとり
の育ちを社会全体で応援することを目的としています。

　○支給の対象　 １５歳到達後、最初の年度末まで
（中学校３学年修了前まで）の子ど
もを養育している保護者

　　　　　　　　※所得制限はありません

　○支　給　額　月額１３，０００円

　○支 給 時 期　２月・６月・１０月

　○ 手続きの方法（公務員の方は、各職場で申請手続きを願います）
　　①平成22年３月現在で児童手当を受給している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手続きは不要
　　②平成22年４月から中学２年生・３年生になる児童がいる場合　　　　　　　　・・・新規認定手続きが必要
　　　平成22年３月現在で12歳以下の子どもがいたが児童手当を受給していない場合］
　　　※該当する家庭には、４月中旬に申請の案内をしています。
　　　注意：平成22年９月30日までに新規手続きが行われない場合は、４～９月分までの子ども手当が支給されません。
　　③出生・転入により新たに受給資格が生じた場合・・・・・・・・・・・・・・・・15日以内の手続きが必要

　○そ　の　他　
　　平成２２年６月給付分については、児童手当の２・３月分と子ども手当の４・５月の合算した額です。

○子ども手当の申請・お問い合わせ先　住民課　税務保険グループ

児童手当 子ども手当
支給対象 0歳～小学校卒業まで 0歳～中学校卒業まで
所得制限 あ　り な　し

給 付 額
（月額）

３歳未満の児童
 　一律　10,000円
３歳以上の児童
　第１子・第２子
 5,000円
　第３子以降
 10,000円

年齢問わず

 一律　13,000円

参考：子ども手当と児童手当の比較


